
 
  

◎
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
に
対
す
る
一
時
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
表 

○
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
に
対
す
る
一
時
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
□
平
成
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

□
一
時
金
に
係
る
認
定
等
□ 

第
五
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
□
一
時
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
請
求

に
基
づ
き
□
当
該
支
給
を
受
け
る
権
利
の
認
定
を
行
い
□
当
該
認
定
を
受
け

た
者
に
対
し
□
一
時
金
を
支
給
す
る
□ 

２ 

前
項
の
一
時
金
の
支
給
の
請
求
□
以
下
単
に
□
請
求
□
と
い
う
□
□
は
□
当

該
請
求
を
す
る
者
の
居
住
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
す
る

こ
と
が
で
き
る
□ 

３ 

請
求
は
□
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
し
た
と
き
は
□
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
□ 

 

 

□
一
時
金
に
係
る
認
定
等
□ 

第
五
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
□
一
時
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
請
求

に
基
づ
き
□
当
該
支
給
を
受
け
る
権
利
の
認
定
を
行
い
□
当
該
認
定
を
受
け

た
者
に
対
し
□
一
時
金
を
支
給
す
る
□ 

２ 

前
項
の
一
時
金
の
支
給
の
請
求
□
以
下
単
に
□
請
求
□
と
い
う
□
□
は
□
当

該
請
求
を
す
る
者
の
居
住
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
す
る

こ
と
が
で
き
る
□ 

３ 

請
求
は
□
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
と
き
は
□
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
□ 

 

 
 

 


